
cloudpack 請求代行サービス利用規約   

（アカウント所有タイプ）   

   

アイレット株式会社（以下「当社」といいます）は、「cloudpack 請求代行サービス利用規約（アカ

ウ 

ント所有タイプ）」（以下「本利用規約」といいます）を定め、本利用規約に基づき cloudpack 請求

代行サービス（以下「本サービス」といいます）を提供します。本利用規約は、本サービス利用に関

し、本サービスを利用する者（以下「契約者」といいます）との間の一切の関係に適用されるものと

します。   

   

第 1条（AWS 社が定める利用規約）   

（1） 本サービスは、Amazon Web Services, Inc.及びその関連会社（以下総称して「AWS 社」といい

ます）が提供する「Amazon Web Services」（以下「AWS」といいます）を利用したものであり、

契約者は AWS の利用に関して AWS 社が定める各種規約及び AWS 社と契約者が別途締結する契約  

（以下「AWS カスタマー契約」といいます）を遵守します。   

（2） 契約者は、本サービスの利用にあたり、AWS 社が提供する Program Guide for End Customers 

の内容をあらかじめ確認するものとします。なお、当該内容に変更が生じた場合、変更後の内

容についても同様とします。   

（3） AWS の支払いに際しては必要な諸手続きは当社が行います。   

（4） 契約者は、当社と書面による合意がない限り、本サービスの再配布または再販売を行ってはな

らないものとします。 

（5）VMware Cloud on AWS を利用する契約者は、VMware Terms(https://www.vmware.com/download/

eula.html)に記載されている VMware Cloud Service Offerings Terms of Service が適用され

ることに同意します。但し、VMware が提供するその他のサービスには適用されないものとしま

す。 

   

第 2条（本サービスの内容等）   

（1） 当社が提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。   

①AWS 社に対する契約者の AWS アカウントの利用料金の支払いを代行する   

②当該 AWS アカウントの利用料金を US ドルから日本円に換算し、契約者に請求書を発行する   

③事前に契約者より希望があった場合に限り、当社による技術サポート（AWS サポート エンタープ

ライズ連携）を提供する（以下「cloudpack 技術サポート」といいます）   

④当社が契約者の AWS アカウント作成を代行し、ログイン情報を契約者に提供する（以下「AWS ア

カウント作成サポート」といいます）   

（2） 本サービスを利用するにあたって、契約者は以下内容に同意するものとします。   

①契約者は、AWS サポート（AWS が提供するサポート）の直接利用はできないこと   

②AWS アカウント作成サポートを利用する場合、契約者は、当社からログイン情報を受領後、速やか

に AWS アカウントにログインできることを確認し、初期パスワードを変更した上で管理を行うこと 

https://www.vmware.com/download/eula.html
https://www.vmware.com/download/eula.html


③当社は、契約者の AWS アカウントより、本サービスを提供するのに必要な情報（cloudpack 技術サ

ポートを提供する場合に必要な情報を含む）を取得できること   

   

第 3条（範囲）   

(1) 本利用規約は、当社及び契約者との間の本サービスに係る当社所定のオンラインフォーム上での

申込、当社所定の申込書及び書面による合意（基本契約、個別契約その他個別の規定を含み、本

利用規約の改定前から存在するものも含みます）（以下「本サービス利用契約」といいます）の

一切に適用されます。   

(2) 前項にかかわらず、本利用規約の内容と、本サービス利用契約の内容が異なる場合、本サービス

利用契約において本利用規約の規定に優先して適用すると明示していない限り、または本利用規

約を変更する旨の記載がない限り、本サービスに対し本利用規約の規定が優先して適用されるも

のとします。   

   

第 4条（本サービス利用契約の申込・成立）   

(1) 本サービスの申込は、本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます）が当社所定

のオンラインフォーム上での申込または当社所定の申込書での申込により行われるものとしま

す。   

(2) 申込者は本利用規約の内容を承認した上で申込を行い、当社における必要審査、手続等を経た後

に本サービス利用契約が成立するものとします。但し、所在確認のための資料の提出が必要と当

社が判断した場合には、申込者は当社が指定する資料を提出します。   

(3) 本サービスの申込は、必ず本サービスの利用にかかる本サービス利用契約を締結する権限を有す

る者が行わなければならず、本サービス利用契約を締結する正当な権限を有しない者その他第三

者の代理による申込は認められないものとします。   

   

第 5条（本サービス利用契約の不成立）   

当社は次の場合に本サービスの申込を承諾しない場合があり、この場合には、当社は申込者に対しそ

の旨を通知します。   

①利用申込に係る本サービス利用契約上の義務を怠るおそれがある場合   

②申込書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れがある、または不備があった場合   

③過去、本利用規約の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合   

④その他、当社が本サービス利用契約の締結において適当でないと判断した場合   

   

第 6条（申込内容の変更）   

(1) 契約者が申込内容の変更を希望する場合は、当社に再度当社所定のオンラインフォーム上での申

込または当社所定の申込書を提出することにより変更を申込むものとします。   

(2) 当社が前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。但し、申込内容

の提供が困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないものと

します。この場合にも当社は契約者に対しその旨を通知します。   

   



第 7条（料金）   

（1）契約者は本サービスの料金を当社の指定する方法により支払うものとし、支払に必要な振込手

数料その他の費用は、全て契約者が負担します。当社の指定する方法以外により料金が支払われ

た場合、当社が入金を確認できなかったことにより契約者または第三者が被った損害について、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

（2）本サービスの料金は、AWS 利用料金の消費税を除く総額を日本円に換算し、3％ディスカウント

した金額とします。なお、 AWS 以外の第三者が提供するサービスはディスカウントの対象外と

します。 

(3) 前項に定める換算方法は、みずほ銀行の「外国為替公示相場ヒストリカルデータ」

（http://www.mizuhobank.co.jp/rate/market/historical.html）で 発 表 される US ドルの月中

平均データにより、ご請求額の US ドルから日本円への換算を行います。なお、1 円未満の端数に

ついては、切り上げるものとします。   

   

第 8条（第三者への委託）   

当社は当社の責任及び負担において、本サービスの業務の一部または全部を、適当と判断する第三者

に委託して行わせることができるものとします。   

   

第 9条（契約者の名称等の変更）   

(1) 契約者は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面ま

たは当社が承諾した方法により通知するものとします。   

①法人の名称または商号の変更   

②代表者の変更   

③本店、主たる事業所の所在地または住所の変更   

④申込時に登録した担当者、請求先または緊急連絡先の変更   

(2) 前項の通知がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わない

ものとします。   

   

第 10 条（連絡・通知）   

(1) 本サービスに関する契約者から当社に対する連絡または当社から契約者に対する連絡もしくは通

知は、当社の定める方法で行うものとします。   

(2) 当社が契約者より登録のあった住所、FAX、メールアドレス等のうち少なくともいずれか 1 つに

あてて通知を行った場合には、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものと

みなします。   

   

第 11 条（業務譲渡）   

当社は、本サービス利用契約における当事者の地位を当社の親会社、子会社または関連会社に対し、

営業権・事業権の売却・譲渡等の理由により、契約者に対する通知のみによって移転することができ

るものとします。   

   



第 12 条（本利用規約の変更）   

(1) 当社は、契約者の一般の利益に適合する場合または本サービス利用契約の目的に反しない場

合、本利用規約を変更することができるものとします。変更の主要例は以下のとおりですが、これら

に限られません。   

①違法または不当行為を防止するための禁止項目の追加 ②違法または不当行為を防止するための権

利の制限   

③本サービスの内容の追加、変更または廃止に伴う利用規約の改定   

④本サービスの品質を維持するための料金改定   

(2) 前項の場合、当社は契約者に対し、速やかに効力発生時期を定め、当社ホームページへの掲

載または当社が定める方法で通知を行うことにより、変更後の本利用規約が適用されます。   

   

第 13 条（著作権等）   

(1) 契約者が本サービスを通じて文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア等を公開する場合、第三者

の著作権等、その他の権利を侵害しないものとします。契約者が第三者の著作物及び創作物の違

法な公表、複製、変更、翻案または翻訳等の権利侵害を行った場合、その責任は契約者に帰属 

し、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。   

(2) 契約者が本サービスを通じて他の利用者、並びに当社の著作物、創作物を使用するにあたって

は、著作権法等の関連法規の定める事項を遵守して適正な使用をするものとします。   

   

第 14 条（個人情報の取り扱い）   

当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する契約者に係る個人情報の取り扱いに関しては、

当社が規定するプライバシーポリシーの定めに従うものとします。   

   

第 15 条（守秘義務）   

（1） 契約者及び当社は、契約期間中はもとより終了後も、本サービス利用契約に基づき相手方から

開示された情報を守秘し、第三者に開示しないものとします。   

（2） 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。   

①公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実   

②第三者から適法に取得した事実   

③開示の時点で保有していた事実   

④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実   

   

第 16 条（契約期間）   

本サービス利用契約の有効期間は、契約締結日から契約者による本サービスの利用の終了日までとし

ます。   

   

第 17 条（解約）   

契約者が本サービス利用契約を解約するときには、解約日の３営業日前までに当社指定の解約申請書

を提出することにより行うものとします。但し、AWS アカウント作成サポートを利用した契約者は、 



AWS アカウントの解約後、当社指定の解約申請書を提出することにより、本サービス利用契約を解約

できるものとします。   

   

第 18 条（利用停止・期限の利益喪失）（1）契約者が以下の各号のいずれかに該当したときは、当社

は催告及び自己の債務履行の提供をしないで直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止するこ

とができるものとします。なお、この場合でも当社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げないも

のとします。   

①本サービス利用契約または本利用規約における規定の一つにでも違反したとき   

②当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、あるいはそのおそ

れのある行為に及んだとき  ③当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あ

るいはそのおそれのある行為に及んだとき   

④犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす、または犯罪行為の実行を容易にさせる行為、あるいはそ

のおそれのある行為に及んだとき   

⑤本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき   

⑥第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、

あるいはそのおそれのある行為に及んだとき   

⑦本サービスを利用して、外国為替及び外国貿易法等の日本の輸出関連法令、並びに外国の輸出関連

法令に定める規制対象に該当するものを輸出する場合に、当該法令で定められた手続きをとらないと

き   

⑧ID あるいはパスワードを不正に使用する行為に及んだとき   

⑨本サービスを利用してコンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのある

コンピュータ・プログラムを使用する、または他人に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為

に及んだとき   

⑩風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用が制限されている情報を流したとき、また

は不適当と当社が判断した情報を流したとき   

⑪その他、他人の法的利益を侵害する、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利

用する行為に及んだとき   

⑫収納代行会社または金融機関等により、契約者が指定した支払口座の利用ができなくなったとき   

⑬監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき   

⑭差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じ

る手続が開始されたとき   

⑮破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき   

⑯自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りとなったとき、または支払

停止状態に至ったとき   

⑰合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき   

⑱災害、労働争議等、本サービス利用契約の履行を困難にする事項が生じたとき   

⑲その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき   

⑳当社への申告、届出内容に虚偽の記載があったとき   

㉑当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき   



㉒AWS 社が、AWS カスタマー契約に基づき、契約者による AWS の利用を停止または終了したとき（2）

契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に本サービス利用契約に基づく一切の債

務について期限の利益を失い、契約者は当社に対して、その時点において契約者が負担する一切の債

務を直ちに一括して弁済しなければなりません。   

   

第 19 条（本サービスの保守・中断・変更等）   

(1) 当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスを中断できるものとしま

す。   

(2) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予

防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容と

する通信その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サ

ービスの利用を制限する措置をとることができるものとします。   

(3) 当社は契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容の追加及び変更、廃止をすることができ

るものとします。   

(4) 当社は前各項及びこれに類する事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生してもこ

れに起因する契約者または第三者が被った損害について、当社の故意または重過失による場合を

除き、一切の責任を負わないものとします。   

   

第 20 条（反社会的勢力の排除）   

(1) 当社及び契約者は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団

員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者（以下これらを

「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表

明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。   

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること   

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること   

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること   

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関

係を有すること   

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ

と   

(2) 当社及び契約者は、相手方が前項の確約に反して、相手方または相手方の代理もしくは媒介をす

る者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何ら

の催告をせず、本サービス利用契約を解除することができるものとします。   

(3) 当社及び契約者は、相手方が本サービスの提供またはその提供を受けることに関連して、第三者

と下請けまたは委託契約等（以下「関連契約」といいます）を締結する場合において、関連契約

の当事者または代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは第 1 項各号のいずれか一つに

でも該当することが判明した場合、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するな

ど必要な措置をとるよう求めることができるものとします。   



(4) 当社及び契約者は、相手方が関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわ

らず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、本サービス利用契約を解除す

ることができるものとします。   

(5) 本条に基づき本サービス利用契約が解除された場合、解除者が被解除者に対し原状回復義務を負

うとしても、被解除者は原状回復義務と同一の違約罰を負うものとし、解除者は原状回復義務を

免れるものとします。なお、同違約罰を超える損害が存在する場合、解除者は被解除者に対し、

同損害の賠償請求を行うことができるものとします。   

   

第 21 条（割増金）   

契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額に加え、その免れた額の倍額を違約金  

（割増金）として当社が指定する期日までに支払うものとします。   

   

第 22 条（延滞損害金）   

契約者が料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者は支払い

期日の翌日から完済するまで年 14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社に対して支

払うものとします。   

   

第 23 条（データ等の取り扱い）   

本サービスにおける契約者のサーバのデータが、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使用

されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社の故意または重過失によ

る場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。   

   

第 24 条（責任の制限）   

(1) 当社は、契約者が行う AWS の利用に関して、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の

賠償の責任を負わないものとします。   

(2) AWS アカウントへのログインに必要な情報は、契約者の責任で管理され、当社の故意または重過

失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。   

   

第 25 条（損害賠償請求）   

契約者または当社は、解除、解約または本サービス利用契約もしくは本利用規約に違反することによ

り、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重過

失による場合を除き、当社から契約者に賠償すべき損害の額は、解除、解約または本サービス利用契

約もしくは本利用規約の違反の日の属する月における契約者による本サービスの利用料金額を限度と

するものとします。   

   

第 26 条（協議）   

本サービスの利用に関して、本利用規約、本サービス利用契約または当社の指導により解決できない

問題が生じた場合には、契約者との間で双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。   

   

第 27 条（準拠法・管轄裁判所）   



本利用規約の準拠法は、日本法とし、契約者と当社との間で本サービスの利用に関して紛争が生じた

場合は、その訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とします。   

   

2019 年 5月 10 日制定   

2021 年 8月 1 日改定   

2023 年 6月 1 日改定  

2023 年 8月 21 日改定 

2023 年 12 月 1日改定  

 


